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1 

病床機能調整ワーキングの開催状況 

 

１ 日  時  令和６年７月９日（火）14:00～ 

２ 開催方法  WEB 会議 

３ 出 席 者  村山管内 25 病院のうち、22 病院が出席（うち代理出席７病院） 

４ 内  容 

（１）新たな地域医療構想に関する論点等 

（２）村山地域における医療提供体制に係る意見交換 

 

【説明概要】 

○ 85歳以上の高齢者が増加し少子化に伴って医療従事者のマンパワーの減少が見込まれ

る 2040 年を見据えた構想を策定していく必要がある。 

○ 従来の地域医療構想は二次医療圏をベースとして入院（病床数）に特化しているが、

新たな構想では、外来医療と在宅医療、医療と介護の連携、人材確保が大きな柱となり、

二次医療圏の中での合併や分割、県と市町村の役割などについても検討していかなくて

はいけない。 

○ 村山地域における年齢別の人口分布について、令和２年度（2020 年度）と令和 22 年度

（2040 年度）を比較した場合、村山地域全体の人口は減少するにもかかわらず、75 歳 

以上の人口は逆に増加する見込み。 

○ 令和５年度に策定した県外来医療計画では、診療所医師の高齢化により、外来医療の

担い手減少が続き、外来医療（初期救急、在宅医療、公衆衛生）の機能が不足している

ことが課題として挙げられている。実際の問題として、救急、特に小児救急と高齢者救

急が非常に重要。（外来医療を確保するため、村山地域では、かかりつけ医の普及促進、

軽症時の平日日中の受診等の推進、在宅医療の理解を深めるための研修実施、医療従事

者の養成確保等に取り組むこととしている。） 

 

【主な意見】 

○ 救急告示病院は総じて「診ることが出来れば診る」「出来るだけ救急患者は受け入れる」

という姿勢ではあるものの、当直医が専門とする診療科でない、検査や画像撮影が出来

る体制でない等の理由から、自ら救急患者を受け入れられず、他医院にお願いするケー

スがある。 

○ 救急に関して問題となっているのは平日日中でなく、夜間・休日。どのような患者が

どの病院に流れているのかデータを提示してほしい。 

○ 最初に救急患者を受けた病院から、他病院で引き受けてもらえるシステムを構築して

ほしい。まずは、かかりつけ医のいる患者が、かかりつけ医で夜間検査が出来ないとい

う理由で入院した際の下り搬送から始めると良いのではないか。 

○ 新たな地域医療構想の論点でも高齢者救急は中心的なテーマであるので、もっと踏み

込んだ、具体的な問題点や課題が浮き彫りになるデータや、そのデータに基づいた具体

的な論点を整理する必要がある。また、救急医療の負荷を減らす観点から、在宅や介護

施設での医療的対応能力の向上も重要な論点。 

資料１ 



山形県地域保健医療協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１ 住民の健康を確保し、地域の特性や実情に即した保健医療の推進を図ることを目的と

して策定された地域保健医療計画の円滑な進行を図るほか、地域医療構想調整会議として

地域医療構想の達成の推進を図ることを目的に医療法第 30 条の 14 で規定する協議を行う

ため、山形県保健医療計画で定める二次保健医療圏ごとに、別表に掲げる地域保健医療協

議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

    

（協議事項） 

第２ 協議会は、次の事項について協議検討する。 

(1) 地域保健医療計画及び地域医療構想の進捗状況の把握、評価に関すること。 

(2) 地域保健医療計画及び地域医療構想の見直しに関すること。 

(3) 地域の病院・有床診療所が担うべき病床機能に関すること。 

(4) 病床機能報告制度による情報の共有に関すること。 

(5) 地域医療構想の達成を推進するための方策に関すること。 

(6) 地域の病院・有床診療所の開設・増床等に関すること。 

(7) 外来医療計画に関すること。 

(8) その他目的達成のため必要な事項に関すること。 

 

（委員） 

第３ 協議会は、それぞれ委員 50 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱し、又は任命する。 

(1) 保健医療関係者 

(2) 福祉関係者 

(3) 学識経験者 

(4) 行政関係者 

(5) 医療保険者 

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、年度途中で委嘱する場合又は委員

が欠けた場合における補欠の委員の任期は２年以内とし、補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第４ 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５ 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

 

（専門部会等） 

第６ 協議会に、必要に応じ、専門的事項を調査検討させるために、専門部会やワーキング

を置くことができる。 
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（庶務） 

第７ 協議会の庶務は、別表に掲げる総合支庁保健福祉環境部において処理する。 

 

（補則） 

第８ この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

 

附 則 

この要綱は、平成３年２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成５年５月12日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２８年９月２９日から施行する。 

 附 則 

  この要綱は、令和元年１１月１日から施行する。 

 

  別 表 

 

二次保健  

医  療  圏  
地域保健医療協議会  

庶務担当総合支庁  

保健福祉環境部  

村山圏域  村山地域保健医療協議会  村山総合支庁  

最上圏域  最上地域保健医療協議会  最上総合支庁  

置賜圏域  置賜地域保健医療協議会  置賜総合支庁  

庄内圏域  庄内地域保健医療協議会  庄内総合支庁  
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審議会等の公開に関する指針 

平成18年３月31日制定 

平成18年４月１日施行 

１ 趣旨 

県の設置する審議会等が県の政策形成に果たす役割に鑑み、審議会等の設置及びその会議開

催の目的の達成に支障がないよう配慮しつつ、審議会等に関する情報を公開することの意義に

照らし、審議会等の公開に関する指針を定めるものとする。 

 

２ 定義 

この指針において、審議会等とは、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項に

規定する附属機関及び要綱、要領又は個別の決裁等により学識経験者や関係者の意見を県政に

反映させることを目的として設置されている協議会、懇話会等（県民、学識経験者等が構成員

の全部又は一部となっているものに限る。）をいう。 

 

３ 審議会等の会議の公開 

審議会等の会議の公開については、次の各号に示すところに沿って、審議会等が決定するも

のとする。 

(1) 審議会等の会議は、次に掲げる場合を除き、公開するものとする。 

イ 情報公開条例第６条第１項各号に規定する不開示情報のいずれかに該当する情報に関

し審議会等を行う場合 

ロ 会議を公開することにより、率直な意見の交換が不当に阻害され、意思決定の中立性

が不当に損なわれ、県民その他のものに不当に混乱を生じさせ、又は特定のものに不当

に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがある場合 

(2) 審議会等の会議の公開の方法は、原則として次に掲げるところによるものとする。 

イ 会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行うものとする。 

ロ 審議会等は、会議の傍聴を認める定員をあらかじめ定め、当該会議の会場に傍聴席を

設けるものとする。 

ハ 審議会等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に運営されるよう、

会議の傍聴に係る順守事項等を定め、当該会議の会場の秩序維持に努めるものとする。 

(3) 会議の全部又は一部を非公開とする場合は、ホームページへの掲載等により、非公開の

理由を具体的に明らかにするものとする。 

 

４ 審議会等の情報の公開 

審議会等の情報の公開については、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該各号

に示すところによる。 

(1) 審議会等の開催予定 

審議会等の日時、場所及び議題等の開催予定を、県ホームページ上で事前に公開するもの

とする。 

(2) 審議会等の記録等 

イ 公開で行われた審議会等の記録等 

公開で行われる審議会等については、審議会等の記録を作成し、県ホームページ上で

公開するものとする。この場合、審議会等の記録の形態は、会議録のほか、会議録要旨

によることもできるものとするが、会議録要旨による場合であっても、当該審議会等に

おける具体的な発言内容等がわかるよう、できる限り詳細な記録に努めるものとする。 

また、その議案及び会議資料については、必要に応じて県ホームページ、情報公開窓

口（行政情報センター及び総合支庁窓口をいう。以下同じ。）又は当該審議会等を所管

する各所属において適宜公開するものとする。 

ロ 非公開で行われた審議会等の記録等 

非公開で行われた審議会等については、議事の性質・内容に応じ、会議録、会議録要

旨又は会議の概要をまとめた会議概要等を作成し、できる限り県ホームページ上で公開
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するよう努めるものとする。 

また、その議案及び会議資料については、議事の性質・内容に応じ、できる限り公開

で行われた審議会等に準じた公開に努めるものとする。 

ハ 審議会等の記録等の公開に当たっての留意事項 

会議の記録等の公開に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57

号。以下「個人情報保護法」という。）の諸規定を順守するとともに、山形県情報公開

条例（平成９年12月県条例第58号。以下「情報公開条例」という。）第６条第１項各号

に規定する不開示情報に該当する情報の取扱いに充分留意するものとする。 

 

５ 留意事項 

(1) 審議会等は、報道機関の取材活動について配慮するものとする。 

(2) 情報公開条例及び個人情報保護法の規定に基づく、審議会等に関する公文書及び保有個

人情報の開示請求に対しては、この指針による審議会等の公開の状況にかかわらず、それ

ぞれの法令及び条例の規定に基づき、請求の対象となる公文書及び保有個人情報の特定並

びに開示・不開示の決定がなされるものであることに留意すること。 

 

附 則 

この指針は、平成18年４月１日から施行し、同年５月１日以降に開催される審議会等につい

て適用する。 

 

附 則 

この指針は、平成18年４月24日から施行し、同年５月１日以降に開催される審議会等につい

て適用する。 

 

附 則 

この指針は、平成 31 年１月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この指針は、令和５年４月１日から施行する。 
















